
 

 

 

１ 愛知県地域保健医療計画 

 ○ 医療法第 30 条の 4 第 1 項の規定に基づき、都道府県が策定する計画。愛知県の保健医療

対策の今後の基本方針を示し、さまざまな保健医療サービスを適正に提供することができる

体制づくりを目的としており、5 疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、

精神疾患）、5事業（救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療）及び在宅医

療の医療連携体制の構築等について、記載されているもの。 

 

○ 現行の愛知県地域保健医療計画の計画期間は、平成 30 年度から令和 5 年度までの 6 年間

であり、令和 2年度には中間見直しが行われ、令和 4年 3月に開催された医療審議会におい

て承認され、令和 4年 4月から適用されている。（参考資料 1） 

   次期愛知県地域保健医療計画は令和 6 年度から令和 11 年度の 6 年間であり、令和 5 年度

は次期計画の見直しの年となる。 

 

２ 計画作成における国の指針について 

 ○ 国は医療計画策定のための指針として、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制につい

て」（平成 29年 3月 31日厚生労働省医政局地域医療計画課長通知（令和 2年 4月 13日一部

改正））を示している。 

 

 ○ 次期計画にむけた指針の改正のために、国は在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキ

ンググループを令和 3 年 10 月 13 日から開催しており、令和 4 年 10 月 31 日開催の第 8 回

で、「在宅医療の体制構築に係る指針の改定に向けた見直しの方向性について、ワーキング

グループにおける意見のとりまとめ（案）」（参考資料 2）を示している。その後、第８次医

療計画等に関する検討会において「第８次医療計画等に関する意見のとりまとめ」が示され、

このとりまとめを基に今後、都道府県へ改定された指針が提示される予定。 

 

３ 次期愛知県地域保健医療計画における「在宅医療対策」の見直予定項目 

 ○ 国の指針に基づく愛知県地域保健医療計画の次期見直し（令和 5年～）に向けて、今回の

協議会で、現在示されている「第 8次医療計画等に関する意見のとりまとめ」について御意

見をいただく。（資料 1－2、参考資料 3～5） 

 

４ 今後の対応 

○ 「令和 5年度のスケジュール（案）」（資料 1－3）のとおり、策定作業を進める予定。 

  令和 5年度は、7月と 1月に在宅医療推進協議会を開催予定。 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）国の動向 

  ○ 第８次医療計画に関する検討会の経緯 

    令和６年度から開始される第８次医療計画の策定に向けて、構成員それぞれの立場から、

今後のあるべき医療提供体制の在り方について議論をするもの。21回開催され、令和 4年

12月 28日に「第 8次医療計画等に関する意見のとりまとめ」が示された。 

 

  ○ 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループの経緯 

    在宅医療の提供体制の基盤整備、多職種連携、災害時の医療提供体制等、令和６年度か

らの次期医療計画に向けて必要な事項について議論することを目的としたワーキンググ

ループ。 

 

次期愛知県地域保健医療計画における「在宅医療対策」の見直予定項目について 
資料１－１ 


